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北海道
一般国道39号　北海道

ほっかいどう

横断
  おうだん

自動車道

女満別
めまんべつ

空港
くうこう

網走
あばしり

道路（女満別
めまんべつ

空港
くうこう

～網走
あばしり

呼人
よびと

）
予算化に同意

北海道
一般国道5号　北海道

ほっかいどう

横断
おうだん

自動車道

蘭越
らんこし

倶知安
くっちゃん

道路（ニセコ～倶知安
　くっちゃん

）
予算化に同意

岐阜県
一般国道158号　中部

ちゅうぶ

縦貫
じゅうかん

自動車道

高山東
たかやまひがし

道路（平湯
ひらゆ

～久手
 く　　て

）
予算化に同意

愛媛県
一般国道56号　四国

しこく

横断
おうだん

自動車道

宿毛
すくも

内海
うちうみ

道路（一本松
いっぽんまつ

～御荘
みしょう

）
予算化に同意

高知県
一般国道56号　四国

しこく

横断
おうだん

自動車道

宿毛
すくも

内海
うちうみ

道路（宿毛
すくも

和田
わ　だ

～宿毛
すくも

新港
しんこう

）
予算化に同意

宮崎県
一般国道220号　東九州

ひがしきゅうしゅう

自動車道

南郷
なんごう

奈留
なる

道路
予算化に同意

岩手県 一般国道4号　水沢金ケ崎
みずさわかねがさき

道路 予算化に同意

山梨県 一般国道20号　新
しん

山梨
やまなし

環状
かんじょう

道路（桜井
さくらい

～塚原
つかはら

） 予算化に同意

鳥取県 一般国道29号　津
つ

ノ井
い

バイパス（広岡
ひろおか

～西大路
にしおおろ

） 予算化に同意

山口県 一般国道2号　台
だい

道
どう

・鋳銭司
すぜんじ

拡幅
　

予算化に同意

高知県 一般国道55号　奈半利
なはり

安芸
あき

道路（奈半利
なはり

～安田
やすだ

） 予算化に同意

熊本県 一般国道57号　大津
おおづ

道路 予算化に同意

※知事意見本文については、次項以降に掲載しているが、国土交通省から各都道府県知事等への意見照会文に
　 ついては、北海道知事宛てのものを代表として使用している。

新規事業化候補箇所についての都道府県意見等

《直轄事業》

都道府県名 事業名 知事意見
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国 道 評 第 8 0 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日  

 

北海道知事 殿 

 

国土交通省道路局長   

（公印省略）   

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について 

 

 

 貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、直轄事業の新規事業採択時評価については、国土交通省所管公共事業の新規

事業採択時評価実施要領において、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、直轄事

業負担金の負担者である都道府県・政令市等に意見を聴いた上で、学識経験者等の第三

者から構成される委員会等の意見を聴くこととしております。 

 このため、別紙に掲げる事業を予算化することについて、貴職のご意見を承りたく依頼い

たします。 

 

 

※ご意見の送付・問い合わせ 

（手続きに関する内容・ご意見の送付先） 

国土交通省道路局 企画課評価室  課長補佐  宮本 雄一 

電 話 ０３－５２５３－８５９３（内線３７６８２)  

 

（個別事業に関する内容） 

国土交通省道路局 国道・技術課  企画専門官 大胡 賢一 

電 話 ０３－５２５３－８４９２（内線３７８３２) 
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建政第 ６５４ 号 

令和６年(2024 年)３月５日  

 

  

 国土交通省道路局長 様 

 

 

                               北海道知事 鈴木 直道 

（公 印 省 略） 

 

 

   道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 日頃から北海道の建設行政の推進につきましては、格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、令和６年３月１日付け国道評第８０号で照会のありましたこのことについて、別紙のと

おり回答いたします。 

 

 

 

 

連絡先 

建設部建設政策局建設政策課 

政策調整係 

TEL 011-231-4111 内線 29-124 

FAX  011-232-9162 
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別 紙 

道路事業の新規事業採択時評価に係る道意見 

事 業 名 道  意  見 

 

 

一般国道 39号（北

海道横断自動車道） 

 女満別空港網走道

路（女満別空港～網

走呼人） 

 

 新規事業採択時評価に係る「一般国道３９号（北海道横断自動車道）女満

別空港網走道路（女満別空港～網走呼人）」事業の予算化に同意します。 

 本道における高規格道路ネットワークは、圏域間の交流拡大や広域周遊観

光及び社会経済活動の活性化への貢献のほか、円滑な救急搬送を支え、大規

模災害における代替路の確保など、道民生活や経済の面で重要な役割を果た

すものです。 

 北海道横断自動車道（女満別空港～網走呼人）の整備は、小麦・馬鈴薯・

鮭などの農水産物をはじめとする物流やオホーツク地域唯一の第３次医療機

関がある北見市への救急搬送において速達性や安定性の向上、また広域周遊

観光の促進、さらには異常気象時の通行機能の確保など多くの効果を発揮す

るものと考えています。 

 このため、北海道としても、予算化された際には当該区間の整備効果が最

大限発揮されるよう、関係市町村と連携し、アクセス機能の強化に必要な道

路の整備などに取り組むとともに、事業が円滑に推進されるよう用地取得や

建設発生土の事業間流用及び埋蔵文化財調査に係る必要な調整などに努めて

まいりますので、令和６年度の新規事業として予算化していただきますよ

う、特段のご配慮をお願いいたします。 

 なお、事業の実施にあたりましては、環境への影響を最小限にとどめてい

ただくとともに、コスト縮減に努めるなど適切な事業管理を図り、早期の事

業完成に向けてご配慮をお願いいたします。 

 

 

 

一般国道５号（北海

道横断自動車道） 

蘭越倶知安道路

（ニセコ～倶知安） 

 

 新規事業採択時評価に係る「一般国道５号（北海道横断自動車道）蘭越倶

知安道路（ニセコ～倶知安）」事業の予算化に同意します。 

 本道における高規格道路ネットワークは、圏域間の交流拡大や広域周遊観

光及び社会経済活動の活性化への貢献のほか、円滑な救急搬送を支え、大規

模災害における代替路の確保など、道民生活や経済の面で重要な役割を果た

すものです。 

 北海道横断自動車道（ニセコ～倶知安）の整備は、ニセコ観光圏へのアク

セスや医療拠点である倶知安町への救急搬送において速達性や安定性の向

上、また大規模災害時や異常気象時の通行機能の確保など多くの効果を発揮

するものと考えています。 

 このため、北海道としても、予算化された際には当該区間の整備効果が最

大限発揮されるよう、関係市町村と連携し、アクセス機能の強化に必要な道

路の整備などに取り組むとともに、事業が円滑に推進されるよう用地取得や

建設発生土の事業間流用及び埋蔵文化財調査に係る必要な調整などに努めて

まいりますので、令和６年度の新規事業として予算化していただきますよ

う、特段のご配慮をお願いいたします。 

 なお、事業の実施にあたりましては、環境への影響を最小限にとどめてい

ただくとともに、コスト縮減に努めるなど適切な事業管理を図り、早期の事

業完成に向けてご配慮をお願いいたします。 
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５高道路第 796号  

令和６年３月４日  

 

国土交通省道路局長 様 

 

高知県知事     

（公印省略）      

 

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 

 平素は、本県の道路行政の推進につきまして、格別のご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

 さて、令和６年３月１日付け国道評第８０号で照会のありましたうえのことにつきまして、

別紙のとおり回答いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

高知県土木部道路課 企画担当 森本・中野 

TEL：088-823-9834 

FAX：088-823-9232 
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別紙 

 

 一般国道 56 号 四国横断自動車道 宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港）及び一般国道 55 号 

奈半利安芸道路（奈半利～安田）事業の予算化に同意いたします。 

 

 四国地方の高速道路網の骨格をなす「四国８の字ネットワーク」の一部を構成する四国横断

自動車道と阿南安芸自動車道は、平常時には、本県西部及び東部地域の経済活性化を支える重

要な社会資本として、災害時には、円滑な救援活動等を確保する「命の道」として重要な役割

を担うことから、県民一同、早期完成を待ち望んでいます。 

 

 今回の能登半島地震で、土砂崩れ等に伴う道路の寸断により、救助活動や物資輸送に多大な影響

を及ぼしたことは、南海トラフ地震においても共通する課題であり、「緊急輸送道路」の根幹を成

す四国８の字ネットワークの整備を急ぐ必要があります。 

この区間が事業化され整備が進めば、南海トラフ地震等の大規模災害発生時における「命の道」

として、また、四国内や関西圏などとの連携強化が図られ、商圏や交流人口がさらに拡大し、本県

のみならず、四国全体の経済活性化に大きく寄与するものと期待しております。 

 

本県といたしましては、本年度より新設した高規格道路用地室による用地買収への協力や埋

蔵文化財調査の早期完了、高規格道路全般の調整に関わる専属職員の配置、建設発生土の有効

利用に係る調整など、事業が円滑に推進できる環境を早期に整えられるよう、沿線自治体や関

係機関とも連携し最大限努力するとともに、スピード感を持って取り組んでまいります。 

 

 宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港）につきましては、本線の事業進捗に合わせ、宿毛新港

IC（仮称）へのアクセス道路の整備にしっかりと取り組むとともに、宿毛市が進めている防災

拠点の整備など、関連する事業を促進してまいります。 

 

また、奈半利安芸道路（奈半利～安田）につきましては、本線と地域の観光や産業、防災の

拠点をつなぐ県管理道路の整備を行うことで、観光振興や産業振興の支援、防災機能の強化に

つなげてまいります。 

  

今後も、高規格道路の事業化を見据えた地域の防災や産業・観光振興の取り組みを後押し

し、地域防災力の向上や地域経済の活性化につなげてまいりますので、宿毛内海道路（宿毛和

田～宿毛新港）及び奈半利安芸道路（奈半利～安田）を令和６年度の新規事業箇所として着手

していただきますようお願いいたします。 
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第 202300303678 号 

令和６年３月６日 

 

国土交通省道路局長 様 

 

鳥取県知事 

（公印省略） 

 

 

道路事業の新規事業化に係る意見照会について（回答） 

 

 

 日頃から鳥取県の道路行政の推進について、格別の御高配をいただき厚くお礼申し上げ

ます。 

 令和６年３月１日付国道評第８０号で意見照会のありましたこのことについて、下記の

とおり回答します。 

 

記 

 

（回答） 

 一般国道29号津ノ井バイパス（広岡～西大路）を予算化することについて同意しま

す。 

一般国道29号は鳥取県東部を南北に貫く主要な幹線道路であり、そのうち津ノ井バイ

パスは、昭和60年に高架による全線４車線化計画で都市計画決定され、平成22年までの

間に順次整備されて暫定供用を開始しています。 

その後、沿線では工場等が多数立地し、主要渋滞箇所が２箇所存在するなど、渋滞対

策が大きな課題となっています。 

地元市町（鳥取市、八頭町、若桜町）からも「『地域創生』の実現へ向け、産業振興

による地域経済の活性化、地域間交流の促進、防災・医療体制の充実を図るために対策

が必要」、「八頭町・若桜町から鳥取市内への通勤時に支障となる渋滞箇所を解消し、

両町への移住定住の促進を図るために対策が必要」などの意見が出ており、地域住民の

安全・安心を守り、近年観光客が増加している鳥取県東部の更なる地域振興を図るた

め、ボトルネックとなっている津ノ井バイパスの早期の渋滞解消が必要です。 

本事業が決定した際には、事業実施に伴う地元及び関係機関調整への協力、工事中の

渋滞対策への協力のほか、西大路交差点と交差する、鳥取市道中大路雲山線、富安大路

線の改良についても、鳥取市と協力して積極的に取り組んでまいります。 

つきましては、津ノ井バイパスの令和６年度新規事業としての予算化について、特段

の御配慮をお願いします。 

 

（担当） 

 県土整備部道路局道路企画課 

  企画調査担当 大竹 

 電話：０８５７－２６－７３５５ 
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    令 5 道 路 建 設 第 3 9 6 号  

令和 6 年(2024 年) 3 月 ４日  

国土交通省道路局長 様 

 

山口県知事 村岡 嗣政 

（公印省略）     

 

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 

 

 平素から山口県の道路行政の推進につきまして、格別の御高配をい

ただき厚くお礼申し上げます。 

 令和６年３月１日付け国道評第８０号により意見照会のありました

「一般国道２号台道・鋳銭司拡幅」を予算化することについて同意し

ます。 

 

当該区間の整備により、慢性的な渋滞が解消するとともに安全な交

通が確保されることで、物流の円滑化、企業誘致の促進、交流人口の

拡大、救急医療機関への速達性・確実性の向上、災害時等における代

替機能の強化など、産業力・観光力の強化や地域住民の安心・安全の

確保が期待され、その早期整備は地元の悲願です。 

 

山口県としては、当該道路の整備効果を早期かつ確実に発現させる

ため、山口市・防府市と連携して、関係者との調整、用地取得への協

力など、事業の円滑な推進に向けた環境整備や、関連道路の整備に努

めるとともに、周辺地域において広域防災広場や産業団地等の整備を

進めるなど、当該区間の整備を見越した地域づくりや産業・観光振興

に取り組んでまいります。 

 

国においては、国道２号の早期整備に向け、今後とも、事業中区間

の整備促進や、当該区間の早期事業化を図られるようお願いします。 
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道整第１２８号  

令和６年（２０２４年）３月４日  

 

国土交通省道路局長 殿 

 

                                            熊本県知事  蒲島 郁夫 

                           （公 印 省 略） 

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 

 令和６年３月１日付け国道評第８０号で照会のありましたことについて、下記のとおり 

回答します。 

記 

新規事業採択時評価に係る「一般国道５７号（中九州横断道路）大津道路」事業の予算 

化について、同意しますとともに、感謝申し上げます。 

中九州横断道路は、熊本・大分両県の県庁所在地を結ぶ路線であり、九州の横軸として

熊本県のみならず九州全体の産業や地域の活性化、観光振興に資するとともに、地域間の

物流効率化や大規模災害時における代替路機能を担う重要な路線です。 

沿線では世界的半導体企業である TSMC社の関連工場が 2月 24日に開所し、年内の本格

稼働に向け準備が進められ、さらに、第 2工場の建設地が本県に決定しました。国家プロ

ジェクトによるこの進出の波及効果を最大限に高め、半導体関連企業の集積を図ることに

より、「新生シリコンアイランド九州」の実現を目指すとともに、本県が日本の「経済安全

保障」の一翼を担うためにも、中九州横断道路の重要性は益々高まっています。加えて、

本路線は、半導体関連企業の集積に伴い新たに発生する交通需要に対し、物流の効率化な

どの効果を発揮することが期待されます。 

本県といたしましては、事業が円滑に推進されるよう、地元自治体と連携した用地取得

のための体制確保や埋蔵文化財調査、工事実施に伴う土砂の確保等に係る関係機関との調

整について最大限協力いたします。また、付け替え道路（横断ボックス、跨道橋）の集約

等、事業を進める上で必要となる関係者協議の支援並びに周辺住民の理解の醸成に取り組

んで参ります。さらに、半導体関連産業の企業進出に伴う交通渋滞対策について、国、地

元自治体と連携した取組みを推進して参ります。 

「一般国道５７号（中九州横断道路）大津道路」の令和６年度新規事業としての予算化

はもとより､熊本都市圏の円滑な人流・物流機能を確保する観点から、大津熊本道路の供用

に遅れることのないよう、大津熊本道路と一体不可分の熊本環状連絡道路の早期整備につ

きましても、特段のご配慮をお願いします。 
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